
令和4年度　公定価格（一人当たり月額） 単位：円

標準時間 短時間 標準時間 短時間 標準時間 短時間 標準時間 短時間

4月 199,460 195,060 116,070 111,670 63,710 59,310 47,070 42,670

5月 199,390 194,990 116,000 111,600 63,640 59,240 47,000 42,600

6月 199,320 194,920 115,930 111,530 63,570 59,170 46,930 42,530

7月 199,310 194,910 115,920 111,520 63,560 59,160 46,920 42,520

8月 199,310 194,910 115,920 111,520 63,560 59,160 46,920 42,520

9月 199,240 194,840 115,850 111,450 63,490 59,090 46,850 42,450

10月 200,750 196,350 117,360 112,960 65,000 60,600 48,360 43,960

11月 200,750 196,350 117,360 112,960 65,000 60,600 48,360 43,960

12月 200,750 196,350 117,360 112,960 65,000 60,600 48,360 43,960

1月 200,750 196,350 117,360 112,960 65,000 60,600 48,360 43,960

2月 200,750 196,350 117,360 112,960 65,000 60,600 48,360 43,960

3月 198,960 194,560 115,570 111,170 63,210 58,810 46,570 42,170
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※副食費免除の場合　（１号）各月単価に、給食実施日数（20日以上は20日）×225円　（２号）各月単価に、4500円　を加算

４・５歳児

おひさま子ども園 2・3号

施設名 認定区分 各月単価 満3歳児 ３歳児 ４・５歳児

施設名 認定区分 各月単価
０歳児 １・２歳児 ３歳児

おひさま子ども園 1号
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　「特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準」（平成26 年内閣府令第39 号）第14 条第１項（第50 条において準用する場合を含む。）により、特定教育・保育施設等は、法定代理受領

した施設型給付費等の額について、支給認定保護者に通知することとされているため、報告します。令和4年度、本園が代理受領した施設型給付費等の額は、各支給認定保護者について、「本園に係る各支給認

定子どもの公定価格の額（下記参照）から、各支給認定保護者に係る利用者負担額を減じた額」となります。

229,710

令和4年度法定代理受領通知について
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